
 

１９０１ 特例輸入者制度の概要及びメリット 

 

 

 １．特例輸入者制度の概要 

   特例輸入者制度は、セキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備

された者としてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸入者（特例

輸入者）が、輸入申告と納税申告を分離し納税申告の前に貨物を引き取る

こと、当該納税申告に係る納期限を延長することや輸出入申告官署の自由

化を利用した輸入申告が可能となる制度です。 

 

 ２．特例輸入者制度のメリット 

   特例輸入者制度においては、納税申告の前に貨物を引き取ることが可能

となるとともに、貨物が本邦に到着前に輸入申告を行い、輸入の許可を受

けることができることから、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可

能となるほか、貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸

入申告（輸出入申告官署の自由化を利用した申告）が可能となり、輸入者

の事務の効率化やコストが削減される等、その利便性が向上することが期

待されます。 

 

   なお、申告手続の簡素化・効率化の内容としては、次のことが挙げられ

ます。 

(1) 貨物が本邦に到着する前に通関手続が完了します。 

(2)  輸入申告時の申告項目が削減されます。 

(3)  輸入申告時に納税のための審査・検査が軽減され、さらに税関におけ

る審査・検査において優れたコンプライアンスが反映されることから、

通関に要する時間を計算できることとなり、在庫管理が一層容易となり

ます。 

(4) 関税等の保全のため必要と認められる場合を除き、担保の提供を行う

ことなく納税申告を後日に行うこと、納期限の延長を行うことができま

す。 

(5)  納税申告を後日まとめて行うことができます。 

(6) 貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸入申告が可

能となります。  

 

  （関税法第７条の２、第 67条の 19等） 

  

ＡＥＯ制度に関する詳細は、以下のアドレスをご覧下さい。

https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kaizen.htm 
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お問い合わせ先（ＡＥＯ制度担当部門） 

   

函 館 税 関・・・・・・・・・・TEL０１３８－４０－４２５４ 

東 京 税 関・・・・・・・・・・TEL０３－３５９９－６３４３ 

横 浜 税 関・・・・・・・・・・TEL０４５－２１２－６１２５ 

名古屋税関・・・・・・・・・・TEL０５２－６５４－４１６９ 

大 阪 税 関・・・・・・・・・・TEL０６－６５７６－３３９１ 

神 戸 税 関・・・・・・・・・・TEL０７８－３３３－３０７１ 

 門 司 税 関・・・・・・・・・・TEL０５０－３５３０－８３１２ 

長 崎 税 関・・・・・・・・・・TEL０９５－８２８－８６２８ 

沖縄地区税関・・・・・・・・・・TEL０９８－８６２－９２９１ 
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